
平成平成平成平成２２２２３３３３年度年度年度年度    団委員会の組織と役務団委員会の組織と役務団委員会の組織と役務団委員会の組織と役務    

下記の団委員(団指導者)は、各部会役務と各隊を担当して任務を遂行致します。    
団団団団    責責責責    任任任任    者者者者：：：：森屋 啓(団委員長） 

ﾋﾞｰﾊﾞｰｽｶｳﾄﾋﾞｰﾊﾞｰｽｶｳﾄﾋﾞｰﾊﾞｰｽｶｳﾄﾋﾞｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ隊担当隊担当隊担当隊担当：：：：最首守雄(副団委員長)･ 

古川誠(副団委員長)・平光友子・秋元弘枝・ 

坂本よし子・池尾千代子      

ｶﾌﾞｽｶｳﾄｶﾌﾞｽｶｳﾄｶﾌﾞｽｶｳﾄｶﾌﾞｽｶｳﾄ隊担当隊担当隊担当隊担当：：：：飯島功(副団委員長)･福田令子・ 

藤波謙司・平光友子 

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾎﾞｰｲｽｶｳﾄﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ隊担当隊担当隊担当隊担当：：：：古川誠(副団委員長)・堀内清(副団 

委員長)・野口良夫・亀竹洋福・河内 康・ 

岡田敏子・竹内延元・斉藤誠・山崎淳司    

ﾍﾞﾝﾁｬｰﾍﾞﾝﾁｬｰﾍﾞﾝﾁｬｰﾍﾞﾝﾁｬｰｽｽｽｽｶｳﾄｶｳﾄｶｳﾄｶｳﾄ隊隊隊隊担当担当担当担当：：：：高橋慎治(副団委員長)･野口良夫 

ﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄﾛｰﾊﾞｰｽｶｳﾄ隊隊隊隊担当担当担当担当：：：：古川誠(副団委員長) ・馬渕淳一 

無任所：育成会長：無任所：育成会長：無任所：育成会長：無任所：育成会長：岩井清郎        

グローリースカウトグローリースカウトグローリースカウトグローリースカウト(略称ＧＳＧＳＧＳＧＳ)：：：：湊喜四郎・植木宏(非加盟登録)・臼井左近・野口良夫    

                      注：斜め文字は、昨年版からの変更部分 

団責任者団責任者団責任者団責任者    森屋 啓(団委員長） 

 

ｸﾞﾛｰﾘｰｽｶｳﾄｸﾞﾛｰﾘｰｽｶｳﾄｸﾞﾛｰﾘｰｽｶｳﾄｸﾞﾛｰﾘｰｽｶｳﾄ：岩井清郎(育成会長)･湊喜四郎･植木宏・ 

臼井左近・野口良夫(野営行事副部会長) 

部会名 

正副部会長・部員名 

教育規程(3-9 条)によ 

る団委員会の役目 

当団の部会役務 

総務・財政部会総務・財政部会総務・財政部会総務・財政部会    
(略称：総務総務総務総務部会部会部会部会) 

 

担当副団委員長・部会

長：飯島 功  

副部会長：福田令子・

鈴木ひろみ 

  (兼)池尾千代子
(新任) 

部会員：藤田雄士 

 

■団の存続を維持し、

発展させること 

■団の財政について責

任を持つこと 

■団の資産を管理する

こと 

 

1.関係組織及び個人に対する渉外活動 

2.団内関係者への連絡事項の通知 

3.団委員候補の人選   

4.団表彰手続き 

5.団支給品(記章･ﾈｯｶﾁｰﾌ･制服等)の調達・授与 

6.育成会・あすなろ会に対する取纏め・定期情報提供 

7.年次育成総会の支援・総会資料の作成 

8.育成会及び団からの任命状・委嘱状の作成 

9.団委員会議･団会議･ｸﾞﾛｰﾘｰｽｶｳﾄ会同の設営及び事 

後処理 

10.市川ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞに対する窓口・献血奉仕の取纏め 

11.団の予算･決算の立案  

12.団関係費用の収入・支出行為 

13.団資産の管理及び台帳の記帳 

14.ﾊﾞｻﾞｰ・模擬店等による資金獲得活動の取纏め 

15.市民祭り・縄文ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・もちつき大会の支援 

16.地区会計長・地域委員会に対する参加協力(飯島) 

17.地区委員会の団委員長代行役務 

18.財政会議の開催･活用 

19.その他の特命事項 

運動拡大部会運動拡大部会運動拡大部会運動拡大部会    

(略称：ﾘｸﾙｰﾄ部会ﾘｸﾙｰﾄ部会ﾘｸﾙｰﾄ部会ﾘｸﾙｰﾄ部会) 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ副団委員長： 

     古川 誠 

担当副団委員長・部会

長：最首守雄 

副部会長：竹内延元・ 

平光友子・ 

池尾千代子(新任) 

部員：秋元弘枝・ 

  松下栄吉・ 

坂本よし子 

団ＨＰｳｴﾌﾞﾏｽﾀｰ: 

高橋利紀(ＡＢＬ) 

■団の存続を維持し、

発展させること 

■団内のスカウトの入

退団を管理し、団の

加盟登録について責

任を持つこと 

■本運動の主旨の普及

に努めること 

 

1.ｽｶｳﾄ･団委員・隊指導者の入退団管理 

2.加盟登録手続き 

3.新入隊員の募集(ﾘｸﾙｰﾄｼｽﾃﾑ運用の中核)、入団説明

会・ﾘｸﾙｰﾄ行事の取纏め 

4.広報及び宣伝活動・団広報誌の発行(団活動・団隊指

導者・ｽｶｳﾄの紹介等) 

5.育成会員に対するｽｶｳﾄ運動の主旨の普及 

6.日本連盟及び千葉県連盟表彰手続き 

7.年次育成総会・ﾕﾆｾﾌ募金の取纏め 

8.地区委員会の団委員長代行役務 

9.地区運動拡大委員会に対する参加協力(最首) 

10.３PCS の維持・管理  

11.ﾘｸﾙｰﾄ会議の開催・活用 

12. その他の特命事項 

 



部会名 

正副部会長・部員名 

教育規程(3-9 条)によ 

る団委員会の役目 

当団の部会役務 

指導者養成・指導者養成・指導者養成・指導者養成・健康安全健康安全健康安全健康安全

部会部会部会部会    

(略称：指養指養指養指養部会部会部会部会) 

 

担当副団委員長： 

最首守雄 

（団安全管理者団安全管理者団安全管理者団安全管理者） 

部会長：(兼)飯島 功 

副部会長： 

(兼)福田令子・ 

河内 康・ 

藤波謙司 

（団副安全管理者団副安全管理者団副安全管理者団副安全管理者） 

■団の存続を維持し、

発展させること 

■隊指導者の選任と養

成について責任を持

ち、訓練への参加を

支援すること 

■団内スカウトの健康

と安全の向上に留意

する 

1.隊指導者候補の人選 

2.指導者個人記録表の取纏め保管 

3.指導者の訓練及び研修参加の奨励及び援助 

4.指導者の知識･経験・苦悩に対する助言 

5.ﾘｰﾀﾞｰ任命・入隊･上進式・特別表彰式の取纏め 

6.年次育成総会・西部公民館文化祭支援 

7.地区委員会の団委員長代行役務 

8.団内指導者研修会の開催及び運営 

9.地区指導者養成委員会に対する参加協力(飯島) 

10.指導者養成会議の開催・活用 

11.隊に対する健康･安全対策の助言 

12.団野営行事及び隊夏季野営時の救護活動 

13.救急法講習会開催情報の提供 

14.かがり火奉仕・3 団ﾗﾘｰの支援 

15.地区安全・野営行事委員会に対する参加協力 

16.健康安全会議の開催･活用 

17. その他の特命事項 

進歩・国際部会進歩・国際部会進歩・国際部会進歩・国際部会    

(略称：進歩進歩進歩進歩部会部会部会部会) 

 

担当副団委員長・部会 

長：高橋慎治 

副部会長：岡田敏子・ 

山崎淳司 

■団の存続を維持し、

発展させること 

■団内スカウトの進歩

の促進を図ること 

 

1.進歩の促進を図り、菊･隼･富士ｽｶｳﾄの輩出に尽力 

2.富士ｽｶｳﾄ候補者への支援 

3.ﾁｬﾚﾝｼﾞ章・技能章・ｱﾜｰﾄﾞ取得状況の把握及び報告 

4.団面接の設営及び事後処理  

5.社会教育活動証明書の取纏め 

6.国際問題に関する取纏め 7.MLC基金に対する取纏め 

8.西部公民館文化祭・かがり火奉仕・新年合同集会の取

纏め 9.地区スカウト育成委員会に対する参加協力

(高橋) 10.地区国際委員会に対する参加協力(高橋) 

11.地区委員会の団委員長代行役務 

12.進歩会議の開催・活用 13.その他の特命事項 

野営行事部会野営行事部会野営行事部会野営行事部会    

(略称：野行野行野行野行部会部会部会部会) 

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ副団委員長： 

     古川 誠 

担当副団委員長・部会 

長：堀内 清(新任) 

副部会長：野口良夫

(GS)・亀竹洋福 

(野営場長)  

部会員：斉藤 誠・ 

    馬渕淳一 

 

■団の存続を維持し、

発展させること 

■集会場、備品、キャ

ンプ等の実施につい

て便宜を図ること 

1.団行事の年間行事計画・実施計画の立案  

2.対外奉仕作業に関する取纏め 

3.集会場・備品の確保に関する支援 

4.夏季野営の実施に関する支援 

5.各隊野外料理に関する指導･支援 

6.団行事の集会場の確保 

7.堀之内野営場管理及び備品台帳記帳(亀竹野営場長） 

8. 堀之内野営場の土地所有者・飲料水提供者・ﾄｲﾚ

提供者等への対応 

9.ｶﾝﾄﾘｰ大作戦・市民祭り・縄文ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・災害準備

の日・3団ﾗﾘｰ(4 月第 4日曜日)・江戸川ｸﾘｰﾝ作戦の

取纏め 10.地区委員会の団委員長代行役務 

11.地区安全・野営行事委員会に対する参加協力(堀

内・亀竹) 12.野営行事会議の開催･活用 

12.その他の特命事項 

注：1.各部会長は、期初に当該年度についての自部会「３団ポリシー」を立案の上、「所

掌事業分析表(団指定 L 様式)」を作成して計画的な活動展開を図る。 

  2.各団指導者は、担当隊の支援・助言活動のために常時担当隊の実情を把握してお

く必要がある。このため、隊リーダー会議への参席、主要キャンプへの参加協力

の義務を負い、参席後「隊リーダー会議参席報告書(団指定 AB様式)」を作成する。 

  3.各部会は、部会会議を月例で開催する。 


